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厚生労働省 年金局

令和７年度 全国年金委員研修
年金制度改正等の概要について



改正の概要

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要

改正の趣旨

施行期日
このほか、遺族年金の受給要件に係る国民年金法附則第９条第１項のほか、同法、厚生年金保険法、協定実施特例法、確定給付企業年金法及
び社会保険審査会法等について、令和２年改正法等で手当する必要があった規定の修正等を行う。

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築する
とともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金
の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずる。

Ⅰ．働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制
度の見直し
１．被用者保険の適用拡大等

① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和９年10月１日から令和17年10月１日までの間に段階的に撤廃する。
② 常時５人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。 ※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
③ 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。

２．在職老齢年金制度の見直し
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円（令和６年度価格）から62万円に引き上げる。

３．遺族年金の見直し
① 遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20～50代の配偶者を原則５年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。これ

に伴う配慮措置等として、５年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。
② 子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。

４．厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる（※）ととも
に、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。 ※ 68万円→71万円→75万円に段階的に引き上げる。

５．将来の基礎年金の給付水準の底上げ
① 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次期財政検証において基礎年金と厚生年金の調整期間の見通しに著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配

機能の低下により基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金又は厚生年金の受給権者の将来における基礎年金の給付水準の向上を図るため、基
礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡が
とれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。

② ①の措置を講ずる場合において、基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかった場合に支給されることとなる基礎年金の額及び厚生年金
の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

Ⅱ．私的年金制度の見直し
① 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる。
② 企業年金の運用の見える化（情報開示）として厚生労働省が情報を集約し公表することとする。

Ⅲ．その他
① 子のある年金受給者の保障を強化する観点から子に係る加算額の引上げ等を行いつつ、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額を見直す。
② 再入国の許可を受けて出国した外国人について、当該許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないこととする。
③ 令和２年改正法附則による検討を引き続き行うに際して社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を

講じた上で次期財政検証の翌年度まで継続する。 等

令和８年４月１日（ただし、Ⅰ５・Ⅲ③は公布日、Ⅰ１③は令和８年10月１日、Ⅰ４（68万円へ引上げ）は令和９年９月１日、Ⅰ１①（企業規模要件）は令和９年10月１日 、Ⅰ１①
（賃金要件）・Ⅱ①は公布から３年以内の政令で定める日、Ⅰ４（71万円へ引上げ）は令和10年９月１日、Ⅰ３・Ⅲ①は令和10年４月１日、Ⅰ４（75万円へ引上げ）は令和11年９月１
日、Ⅰ１②は令和11年10月１日、Ⅲ②は公布から４年以内の政令で定める日、Ⅱ②は公布から５年以内の政令で定める日）

※赤字は、衆議院による修正部分
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Ⅰ１ 被用者保険の適用拡大

改正のねらい

○ 年金額の増加など、働くことで手厚い保障が受けられる方を増やします。

○ 厚生年金や健康保険（被用者保険）の加入条件をよりわかりやすくシンプルにし、働く方が自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくします。

○ 人口が減少する中で、事業所の人材確保に資する取組を進めます。

〔短時間労働者（パート労働者など）の厚生年金等の適用要件を改正〕

撤廃

段階的に撤廃

賃金要件

企業規模の要件

最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと賃金要件（年額換

算で約106万円）を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となる

ことを見極めて撤廃 ＜公布から３年以内の政令で定める日から施行＞

※ 最低賃金の減額特例の対象者は、申出により任意加入を可能に。

より円滑な施行ができるよう、段階的に撤廃

実施時期企業規模（常勤の従業員数で判断）

2016年10月500人超

2022年10月100人超

2024年10月50人超

2027年10月35人超

2029年10月20人超

2032年10月10人超

2035年10月10人以下

① 賃金が月額8.8万円（年収106万円相当）以上

② 週所定労働時間が20時間以上（雇用契約で判断）

③ 学生は適用対象外

④ 51人以上の企業が適用対象

〔個人事業所の適用業種を拡大（フルタイムも含めた適用拡大）〕

〔支援策〕

事業主への支援

被保険者への支援（就業調整を減らすための保険料調整）

13.4万
(161万)

12.6万
(151万)

11.8万
(142万)

11万
(132万)

10.4万
(125万)

9.8万
(118万)

8.8万
(106万)

標準報酬月額
(年額換算)

50％
50％
→48％

50％
→45％

50％
→41％

50％
→36％

50％
→30％

50％
→25％

労働者の
負担割合

০
৚
੝
ਫ

約107万人

（実績値）

約10万人

約15万人

約20万人

約25万人

被用者保険の適用に当たり、労働時間の延長や賃上げを通じて労働者の収

入を増加させる事業主をキャリアアップ助成金により支援する措置を検討

（令和７年度中に実施、１人当たり最大75万円助成）

適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対し、

社会保険料による手取り減少の緩和で、就業調整を減らし、被用者保険

の持続可能性の向上につなげる観点から、３年間、保険料負担を国の

定める割合（下表）に軽減できる特例的・時限的な経過措置を設ける。

（事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援）

※ これらの措置は、適用拡大の対象となる前の事業所が、

任意に短時間労働者への適用を行う場合にも活用可能とする。

※３年目は軽減割合を半減

常時５人以上の者を使用する事業所

法律で定める17業種 適用（現行どおり）

上記以外の業種（※） 非適用⇒ 適用

※農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業 等

５人未満の事業所 非適用（現行どおり）

＜2029年10月施行＞
ただし、経過措置として、
施行時に存在する事業所
は当面期限を定めず適用
除外。
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週の勤務が20時間以上

社会保険の加入対象の拡大①

社会保険（厚生年金・健康保険）に加入する要件をわかりやすくします。
これにより、働き方が選びやすくなるとともに、将来の年金の増額などのメリットを受けられます。

短時間労働者の加入要件の見直し見直し①

加入要件が
シンプルに！

※学生は対象外です

賃金要件の撤廃
いわゆる年収106万円の壁がなくなります

全国の最低賃金の引上げ
の状況を見極めて、３年以内に廃止します

企業規模要件の撤廃
働く企業の規模にかかわらず加入するようになります

10年かけて段階的に対象の企業を拡大します

10人以下
の企業

1１人以上
の企業

21人以上
の企業

36人以上
の企業

51人以上
の企業

2035年
10月から

2032年
10月から

2029年
10月から

2027年
10月から

現在の
対象

※上記の時期を待たずとも労使合意に基づき加入することも可能です。

以上の企業51
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500人 （従業員数）

30時間

20時間

被用者保険適用対象（正社員相当）

50人

労使合意に基づく
任意の適用

100人

被用者保険適用対象（短時間労働者）

（
週
の
所
定
労
働
時
間
）

500人 （従業員数）

30時間

20時間

被用者保険適用対象（正社員相当）

50人 100人

（
週
の
所
定
労
働
時
間
）

被用者保険適用対象（短時間労働者）

【企業規模要件を撤廃した場合】

企業規模要件を
撤廃した場合に
対象となる者

【現行制度】

（参考）短時間労働者の企業規模要件を撤廃した場合のイメージ

（2024年10月施行）
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社会保険の加入対象の拡大②

個人事業所の適用対象の拡大
（フルタイム労働者を含めた加入対象の拡大）

見直し②

対象外（現行どおり）

対象外 ⇒ 対 象

常時５人以上の者を使用する個人事業所

５人未満の個人事業所

法律で定める17業種

上記以外の業種（※）

※農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業 等

対 象（現行どおり）

2029年10月から
ただし、2029年10月時点で
既に存在している事業所は
当分の間、対象外とします

社会保険（厚生年金・健康保険）に加入する要件をわかりやすくします。
これにより、働き方が選びやすくなるとともに、将来の年金の増額などのメリットを受けられます。

6



（参考）個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の見直しイメージ

個人事業主
法人

５人未満の事業所
常時５人以上の者
を使用する事業所

全業種

任意包括適用
（Ｂ）（Ａ） （Ｃ）

個人事業主
法人

５人未満の事業所
常時５人以上の者
を使用する事業所

法定１７業種

上記以外の業種（非適用業種）
例：農業・林業・漁業、

宿泊業、飲食サービス業
洗濯・理美容・浴場業、娯楽業
デザイン業、警備業、ビルメンテナンス業
政治・経済・文化団体、宗教 等 任意包括適用

適用対象

【現行】

【常時５人以上の個人事業所の非適用業種を解消した場合】

非適用業種の解消に伴い
適用対象となる事業所

適用対象外

労使合意により任意に適用事業所
となることは可能＝任意包括適用

適用対象
適用対象外

適用対象

適用対象

適用対象外

（Ａ）常時１人以上使用される者がいる、法人事業所 ・・・

（Ｂ）常時５人以上使用される者がいる、個人の事業所 ・・・

（Ｃ）常時５人未満使用される者がいる、個人の事業所 ・・・

【被用者保険の適用事業所（見直し後）】
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社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者への支援

企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険（厚生年金・健康保険）の加入対象となる

短時間労働者に対し、３年間事業主の追加負担により、社会保険料の負担を軽減できる特例

的な措置を実施します。

事業主が追加負担した保険料について、その全額を制度全体で支援します。

事業主への支援

13.4万
(161万)

12.6万
(151万)

11.8万
(142万)

11万
(132万)

10.4万
(125万)

9.8万
(118万)

8.8万
(106万)

月額賃金（標準報酬）
（年額換算）

本来の負担の
50/50

本来の負担の
48/50

本来の負担の
45/50

本来の負担の
41/50

本来の負担の
36/50

本来の負担の
30/50

本来の負担の
25/50

労働者の負担
（３年目は軽減割合を半減）

社会保険の加入対象の拡大③

事業主への支援

※労使合意に基づき任意に社会保険を適用する場合でも上記の支援措置を活用できるようにします。

事業主向けの支援として、社会保険の加入にあたり労働者の収入を増加させる事業主への支

援、加入拡大に関する事務の支援や生産性向上等に資する支援を検討しています。
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151万
（標報12.6万）

企業規模要件撤廃等に伴う経過措置（就業調整を減らすための保険料調整）（概要）

○ 今回の改正で適用が拡大される比較的小規模な企業（従業員数50人以下の法人等や一部業種における５人以上の個人事業
所）で働く短時間労働者（標準報酬月額が12.6万円以下の者を念頭）について、被用者保険（厚生年金・健康保険）加入に
伴う手取りの減少を緩和することで、就業調整を減らし、被用者保険の持続可能性の向上につなげる観点から、国の定める
負担割合を前提に、短時間労働者の保険料負担を軽減できる特例的・時限的な経過措置を設ける。（事業主が労使折半を超
えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援する。）

○ 特例措置の適用を希望する事業主は、適用開始時に年金事務所等にその旨の簡素な申し込みを行うことで適用できること
とし、特例措置の適用期間（３年間）の期間中は、特段の申請等を要することなく、制度的支援を活用できるものとする。

○ 企業規模要件の段階的な撤廃（令和９年10月から令和17年10月まで段階的に実施）の前でも、今般の適用拡大の対象となって
いない５人未満の個人事業所も含め、事業所単位で任意に短時間労働者への適用を行う場合にもこの仕組みを活用可能とする。

労
働
者
の
手
取
り
収
入

給与収入

被用者保険加入
⇒保険料発生・手取り収入減

労働者の手取り収入
※手取り収入の増加分を事業主が

一旦負担し、その全額を制度的
に事業主に還付

保険料調整後の手取り収入・調整額のイメージ

13.4万
(161万)

12.6万
(151万)

11.8万
(142万)

11万
(132万)

10.4万
(125万)

9.8万
(118万)

8.8万
(106万)

標準報酬月額
（円）
(年額換算)

50％50％
→48％

50％
→45％

50％
→41％

50％
→36％

50％
→30％

50％
→25％

労働者の
負担割合

106万
（標報8.8万）

〈令和8年10月施行〉

※３年目は軽減割合を半減

※ ３ 号 か ら ２ 号 に 移 行 す る 場 合 の イ メ ー ジ
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1.2

2.4

3.2

4.4

5.4

6.2

7.0 7.0
6.76.6

6.0

5.3

4.5

4.0
3.6

3.1
2.7
2.42.6

2.2

1.3
1.1

0.9
0.7

0.6
0.5

0.5
0.4

0.5

0.6

0.5

0.5
0.6

0.6
0.7

0.8

2.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

～
10
万
円
未
満

～
14
万
円

～
18
万
円

～
22
万
円

～
26
万
円

～
30
万
円

～
34
万
円

～
38
万
円

～
42
万
円

～
46
万
円

～
50
万
円

～
54
万
円

～
58
万
円

～
62
万
円

～
66
万
円

～
70
万
円

～
74
万
円

～
78
万
円

80
万
円
以
上

現在の支給停止者数 50万人
支給停止対象額 約4,500億円

見直し後の支給停止者数 30万人
支給停止対象額 約2,900億円

○ 高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き方

に中立的な仕組みとするため、在職老齢年金制度（※）の支給停止基準

を現行の50万円から62万円に引上げ。 （ともに2024年度価格）

〈2026年４月施行〉

○ 「62万円」は年金を受給しつつ50代の平均的な賃金を得て継続的に

働く者を念頭に置いて設定。

Ⅰ２ 在職老齢年金制度の見直し

○ 働く高齢者の方々が、社会にとってますます重要となっていく中で、

高齢者の方が働きながらより年金を受給しやすい制度にします。

○ 一部の業界では既に働く時間を減らす動きも見られるため、他の業界

にも広く影響が出ないよう、早期に対応します。

支給停止基準額

48万円（注）2005年度（現行制度開始）

47万円2022年度

50万円2024年度

62万円
※2024年度価格につき、

2026年度までの賃金変動
に応じて改定

2026年度

（注）直近の2025年度までは、賃金変動に応じて毎年度基準額を改定。

今回改正

29.0 31.9 17.2 9.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳

【60代後半における厚生年金受給時の働き方】

働かない

年金額が減らない
よう時間を調整し

会社等で働く

年金額が減るかど
うかにかかわらず

会社等で働く

会社等で働かず、
自営業主・自由業

等として働く

厚生年金の加入が
なく、受給する見

込みがない
その他

無回答

（資料）内閣府「生活設計と年金に関する世論調査」（2024年）

(%)

※ 2022年度末当時の支給停止基準額は47万円。

法改正

65歳以降で働く年金受給権者 308万人

※ 今回の見直しによる給付水準への影響は▲0.2%（厚生年金）
⇒ この影響も含めて、年金改正法案全体では給付水準はプラス

（2022年度末）

【65歳以上の老齢厚生年金の支給停止の状況】

20万人が新たに老齢厚生年金を全額受給可能

改正のねらい

〔一定以上の賃金がある場合の厚生年金の支給停止基準を改正〕

※ 在職老齢年金制度とは、現役レベルの収入がある者には、年金制度の支え

手に回ってもらう観点から、賃金と老齢厚生年金の合計が基準を超える場合に

老齢厚生年金の支給を減らす仕組み。

保険料に応じた給付が原則の社会保険では、例外的なもの。 10



賃金 45万円
（ボーナスを含む年収の12分の１）

50万円

支給額
7万5千円

支給額
7万5千円

【例】賃金月45万円、厚生年金の受給額が月10万円の場合

本来の厚生年金
10万円

賃金 45万円
（ボーナスを含む年収の12分の１）

基準引き上げ

厚生年金
７万５千円

62万円

現
行

改
正
後 年金が減額されない

基準を超えた5万円
の半額2万5千円

が支給停止

見直しの効果
年金を受給しながら働く高齢者が、保険料負担に応じた本来の年金を受給しやすくなり、
年金の減額を意識せず、より多く働けるようになります。（新たに約20万人が年金を全額受給できるようになります）

これにより、一部の業界で指摘される高齢者の働き控えを緩和し、人手不足の解消につなげます。
※この見直しは、厚生年金全体の将来の給付水準を下げる影響がありますが、今回の制度改正全体では給付水準は向上します。

年金を受給しながら働く高齢者の賃金と老齢厚生年金の合計が基準を超えた場合、
老齢厚生年金が減額されます。（保険料負担に応じた給付を行う社会保険では例外的な仕組みです）

この基準を月50万円から62万円に引き上げます。【2026年４月から】
※上記の金額は2024年度価格

在職老齢年金制度の見直し

11



Ⅰ３ 遺族年金の見直し

法改正

遺厚（無期） 老厚 又は 遺厚

配偶者死亡 65歳到達

ਠ
ষ
਑
২

妻

夫
遺厚
（無期） 老厚 又は 遺厚

60歳55歳

遺族
(支給停止)

～30歳

遺厚
（有期）

ਈ
ી
৓
ऩ
௅

配偶者死亡

遺厚
（有期）

有期給付加算 遺厚
＋有期給付加算
（給付の継続）

5年経過 65歳到達

老厚

死亡分割による増額
又は

妻

夫

遺厚：遺族厚生年金、老厚：老齢厚生年金、緑：有期の給付、黄：無期の給付

○ 遺族厚生年金を、女性の就業率上昇等の社会変化に合わせ、男女問わず受給しやすくします。

○ 遺族基礎年金を、子ども自らの選択によらない事情に関わらず、受給しやすくします。

改正のねらい

〔遺族厚生年金における支給要件や給付内容を改正〕

※ 既に受給権を有する方、60歳以降の高齢の方、20代から50代の

18歳未満の子のある方には現行制度の給付内容を維持。

○ 男女ともに受給しやすくし、原則５年の有期給付に

○ 低所得など配慮が必要な方は最長65歳まで所得に応じた給付の継続

○ 有期給付の場合の加算や配偶者の加入記録による自身の年金の増額

○ 女性のみの加算を廃止（25年かけて段階的に縮小）

赤：今回改正

〔遺族基礎年金における支給要件を改正〕

子に対する遺族基礎年金が、子ども自らの選択によらない事情により、

支給停止されないようにする。

子に対する遺族基礎年金被保険者死亡以降の配偶者や子の状態

支給停止 → 新たに支給

配偶者が子の生計を維持し、死別後に再婚

死亡者との生計維持関係の確認に用いる
収入基準(850万円)を超える配偶者が子の
生計を維持

直系血族（又は直系姻族）の養子となる

（生前に既に両親が離別しており、）子の
生計を維持していた被保険者が死亡した後、
元配偶者が子を引き取る

※ 上記の事例はすべて、配偶者が遺族基礎年金を受けられないこと等により、

子が遺族基礎年金を受給できる可能性がある。

今回の改正の影響を受けない方

遺族厚生年金

・既に受給権を有する方

・60歳以降の高齢の方

・20代から50代の18歳未満の子のある方

12



こどもがいない60歳未満の方

遺族厚生年金の改正で何が変わる？

改正前

改正後

30歳未満 55歳以上 60歳以上30歳以上

５年
５年の有期給付 無期限の給付

55歳まで受給権なし 無期限の給付

５年

改正の趣旨 : 男女差の解消

2028年度に40歳以上になる妻は、
これまでと変更ありません！

無期限の給付５年の有期給付（増額）＋配慮措置
死亡分割により老齢厚生年金が増額
年収850万円以上の方も受け取れるように
（配慮が必要な場合は）５年目以降も給付を継続

60歳未満

妻

夫

妻・夫

配偶者の死亡時点で･･･

配慮が必要な場合は５年目以降も給付が継続

※60歳以上に受給権が発生
した方は現行どおり

60歳未満の父母・祖父母
• 改正前は、子・孫の死亡時に55歳以上であれば受給権が発生し、60歳から支給されていましたが、
改正後は子・孫の死亡時に60歳以上で受給権が発生し、支給されるようになります。

（無期限の給付であることは変更ありません。）
13



有期給付の拡大に伴う配慮措置

① 配偶者の死亡に伴う年金記録分割の導入 ② 収入要件の見直し ③ 有期給付加算の創設

有期給付を拡大

妻

夫

結婚 夫死亡 5年経過

厚年期間

有期遺厚

※ 遺厚は、夫の老齢厚生年金の４分の３相当額

妻

夫

結婚 夫死亡 5年経過

有期遺厚

65歳

老厚（本人分）

……

○ 20代から50代に死別した18歳未満の子のない配偶者又は50代までに子が18歳到達年度末で遺族基礎年金が失権した配偶者に対する遺族

厚生年金については、生計を立てる手段を確立するための５年間の有期給付とし、年齢要件にかかる男女差を解消するが、対象者を拡大

していく中で、生活再建の観点から保障を厚くするために以下の配慮措置を講ずる。

【見直しの方向性】

① 現行制度の離婚分割を参考に、有期給付の遺族厚生年金の受給権者を対象として、５年間の支給期間経過後に死亡者との婚姻期間中に

係る厚年期間の標準報酬等の分割請求を可能とする「配偶者の死亡に伴う年金記録分割」制度を創設する。これにより、分割を受ける者

の将来の老齢厚生年金が増加する。

② 死亡した被保険者の配偶者であって有期給付の遺族厚生年金の受給権者を対象として、現行制度における生計維持要件のうち収入要件

を廃止する。これにより、有期給付の遺族厚生年金の受給対象者が拡大する。

③ ５年間の有期給付となる遺族厚生年金を対象として、現行制度の遺族厚生年金よりも金額を充実させるため、死亡した被保険者の老齢

厚生年金の４分の１に相当する額の「有期給付加算」を創設する。これにより、有期給付の受給者を支援する。

これらの措置を講ずることにより、配偶者との死別からの生活再建を支援するとともに、高齢期における生活保障への対応を行う。

現行制度の生計維持要件

生計同一要件

住民票上同一世帯
に属しているとき

収入要件

収入８５０万円未満
（所得655.5万円未満）

※ 収入要件を維持すると収入要件により、遺族厚生年金を受給できない者

が生じることとなり、生活再建を支援する目的を達することができない。

生計同一要件

住民票上同一世帯
に属しているとき

収入要件

収入８５０万円未満
（所得655.5万円未満）

収入要件
廃 止

収入要件
廃 止

現行制度の遺族厚生年金の年金額

亡くなった被保険者の厚年加入記録に基づいて算出

された老齢厚生年金額の４分の３に相当する額。

※ 配偶者との死別は生活状況を激変させ、収入の多寡にかかわらず、

被保険者の死亡による収入減少の影響を受けることから、激変緩和の

ための一時的な生活再建の支援を目的として、収入要件を廃止する。

有期給付
の遺厚

死亡した
被保険者
の老厚

有期給付
の遺厚

有期加算

厚年記録を分割し、

配偶者の記録に上乗せ

有期給付の年金
額を充実し、配偶
者との死別からの
生活再建を支援

将来の老齢
厚生年金が
増加する

受給対象者
が拡大する

※ 30歳未満の妻

死亡した
被保険者
の老厚

老厚（分割分）

※ 現行制度の離婚分割の仕組みを参考に、夫婦の厚年記録を分割する。

厚年期間

14



※父または母：直系血族または直系姻族であって、子と養子縁組した場合を含む。
※こども：18歳になった年度末までまたは障害の状態にある場合は20歳未満の方。
※上の例において、妻が死亡して夫がもらう場合でも同様。

元夫

夫

こども

再婚

妻

遺族基礎年金の見直し

父または母と生計を同じくしていても、こどもが遺族基礎年金を受け取れるようにします。
（父または母が遺族基礎年金を受け取れない場合） 【2028年４月から実施】

事例１事例１ 元夫の死亡後、妻が遺族基礎年金を受給していたが、
妻が再婚したため、妻は遺族基礎年金を受け取れなくなった。

妻（こどもの母）と生計を同じくしていても
こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。

事例２事例２

夫
こども

妻年収850万円以上

夫の死亡後、妻は収入要件を超えているため、遺族基礎年金を受け取れない。
妻（こどもの母）と生計を同じくしていても
こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。

事例３事例３
元夫

こども

元妻 離婚

元夫の死亡後に
元妻が引き取る

離婚後、こどもを養育していた元夫が死亡したが、
元妻は、元夫の死亡前に離婚していたため、遺族基礎年金を受け取れない。

元妻（こどもの母）に引き取られて、生計を同じくしていても、
こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。

事例４事例４ 祖父母などの直系血族（または直系姻族）の養子となり、生計を同じくしていても、
こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。

15



財政の改善による
厚生年金増加

財政の改善による
厚生年金増加

「標準報酬月額」

の増により

保険料増加

・上限引上げの対象者

⇒ 保険料・年金額ともに増加

・上限引上げの対象ではない者

⇒ 年金額のみ増加

厚生
年金

現行制度 上限引上げ後

「標準報酬月額」の増
により厚生年金増加

○年金額（標準報酬月額等に応じて算出）○保険料（標準報酬月額×保険料率×1/2）

基礎
年金

基礎年金は変化なし

現行制度 上限引上げ後

保険料は変化なし

現行制度 上限引上げ後

厚生
年金
基礎
年金

基礎年金は変化なし

現行制度 上限引上げ後

【標準報酬月額別の被保険者数分布割合（男性）】

Ⅰ４ 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

改正のねらい

○ 保険料と給付の算定に用いる「標準報酬月額」の上限を超える収入の方は、実際の賃金に占める保険料の割合が他の方よりも低くなっています。

賃金上昇の継続を見据え、世代内の公平のためにも、上限に該当されていた方に、本来の賃金に応じたご負担をいただき将来の給付を手厚くします。

・ 新しい「標準報酬月額」に該当する方は、足下の保険料とともに将来の年金額が増加します。

・ 厚生年金制度の財政が改善することで、年金額の低い方も含めた厚生年金全体の給付水準も底上げされます。

年金額（2024年度価格）
※1年間該当した場合の概算額

該当者の保険料の変化
【 】内は実質的な負担増額

標準報酬
月額

報酬月額
※賞与除く賃金

59,475円→59,475円
【実質＋０円/月】

65万円
63.5万円

~66.5万円

＋約150円/月（終身）
※10年間該当：＋約1,500円

59,475円→62,220円
【実質＋約1,800円/月】

68万円
66.5万円

~69.5万円

＋約300円/月（終身）
※10年間該当：＋約3,000円

59,475円→64,965円
【実質＋約3,700円/月】

71万円
69.5万円

~73.0万円

＋約510円/月（終身）
※10年間該当：＋約5,100円

59,475円→68,625円
【実質＋約6,100円/月】

75万円73.0万円~

※ 実質的な負担増額は、社会保険料控除を考慮したもの（限界税率は所得税23%・住民税10%と仮定）

（出典）厚生労働省年金局
「厚生年金保険・国民年金事業月報」

（出典）厚生労働省保険局
「健康保険・船員保険事業年報」

■ 厚生年金保険（２０２４年６月） ■ 健康保険（２０２３年３月）

（万円）

上限である
標準報酬65万円以上

の割合
9.6％（243万人）

（％）

8.8

139

65
68
71
75

（注）協会けんぽ及び健康保険組合に
属する者の値

（注）第１号厚年被保険者の値

※ 今回の見直しによる給付水準への影響は+0.2%（厚生年金）

〔保険料と給付の計算に用いる「標準報酬月額」の上限を引上げ〕

標準報酬月額の上限を、65万円から75万円に３年間かけて段階的に引上げ
※実施時期：68万（2027年９月）、71万（2028年９月）、75万（2029年９月）

65歳時点の平均余命
男性：19.52年 女性：24.38年

০
৚
੝
ਫ

※男女計では、
6.5％（278万人）
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厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金の上限を月65万円から75万円に引き上げます。
【2027年９月から68万円、2028年９月から71万円、2029年９月から75万円に段階的に引き上げ】

見直しの効果
賃上げが行われる中で、賃金が月65万円を超える方に、賃金に応じた保険料を負担いただき、
これまでよりも、現役時代の賃金に見合った年金を受け取れるようにします。
※ 月65万円の賃金は、平均的にはボーナス込みで年収1,000万円に相当します。
※ 会社員男性の約10％が65万円の上限に該当しており、賃金が上限を超えると保険料が相対的に低く抑えられ、年金額も低くなります。

さらに厚生年金全体の給付水準が上昇します。

年金額の変化保険料（本人負担）の変化
事業主が同額を負担します

10年該当すると＋月約5,100円（終身）
（年金課税を考慮すると＋月約4,300円）

＋月9,100円
（社会保険料控除を考慮すると＋月約6,100円）

月59,500円 ⇒ 月68,600円
（65万円の9.15％） （75万円の9.15％）

月75万円
以上の方

厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げ

【例】賃金月75万円以上の方の保険料と年金額の変化

※社会保険料控除、年金課税は、一定の前提をおいて試算しています。

賃金月65万円以下の方の保険料は
変化しません
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○ 併せて、女性の社会進出や共働き世帯の増加など社会状況の変化

を踏まえ、年下の配偶者を扶養する場合にのみ支給される

配偶者に係る加算額は見直し（既に受給している者の加算額は維持）。

○ 子を持つ年金受給者の保障を強化する観点から、

現在受給している者も含めて子に係る加算額を引上げ。

※ 子に係る加算のない年金については、子に係る加算を創設。

子に係る加算については「国内居住要件」を設定。

Ⅲ① その他（子に係る加算等の見直し）

改正のねらい

【①子に係る加算の充実】

①子の加算

額の引上げ
※現在の受給者含む

①子の加算

額の引上げ
※現在の受給者含む

①子の加算

額の引上げ
※現在の受給者含む

②配偶者の加算

加算額の見直し
※将来の受給者のみ

配偶者の加算

現行制度を維持ௐ
ে
ফ
স

老齢年金 障害年金 遺族年金

《年金制度における扶養関係の加算の現状》

੦
ຊ
ফ
স

①子の加算

今回創設（注）

①子の加算

今回創設

①子の加算

今回創設

年金制度には、子を養育する場合の加算制度や年下の配偶者を扶養する場合の加算制度が存在。

【②年下の配偶者の扶養に着目した配偶者に係る加算の見直し】

（現行）第２子まで234,800円、第３子以降78,300円

（見直し後）一律281,700円

※いずれも2024年度価格の年額。

（現行）408,100円

（見直し後）367,200円

※いずれも2024年度価格の年額。

①・②〈2028年４月施行〉

○ 年金受給者への加算については、年金を受給しながら子を育てる方への支援を強化し、給付を手厚くします。また、女性の社会進出
が進み、共働き世帯も増えている社会の変化に合う仕組みにします。

（注）加入期間に応じ、
金額を調整
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その他の公的年金の見直し

こどもの加算などの見直し 【2028年４月から】こどもの加算などの見直し 【2028年４月から】

年金を受給しながら、こどもを育てている方への加算を充実します。

女性の社会進出や共働き世帯の増加を踏まえて、年下の配偶者を扶養している場合にのみ支給される
老齢厚生年金の配偶者の加算を見直します（現行408,100円⇒見直し後367,200円、既受給者は現行の額のまま）

遺族年金障害年金老齢年金

子の加算
なし

子の加算
なし

第1,2子
234,800円

第３子以降
78,300円

厚生年金

第1,2子
234,800円

第３子以降
78,300円

第1,2子
234,800円

第３子以降
78,300円

子の加算
なし基礎年金

【現行】

遺族年金障害年金老齢年金

こども一人あたり
281,700円

こども一人あたり
281,700円

こども一人あたり
281,700円厚生年金

こども一人あたり
281,700円

こども一人あたり
281,700円

こども一人あたり
281,700円基礎年金

【見直し後】

基礎年金と厚生年金を両方受給している場合は厚生年金のみに加算が付きます。

脱退一時金の見直し 【４年以内に実施】脱退一時金の見直し 【４年以内に実施】

脱退一時金は、日本への滞在期間が短く、老齢年金を受け取れない外国人に一時金を支給するもの。
再入国許可付きで出国した外国人には、許可の有効期間内は脱退一時金を支給しないこととします。
脱退一時金の支給上限を現行の５年から８年に引き上げます。

※上記の金額は全て2024年度価格
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Ⅲ.その他（離婚時分割、各種時限措置の延長等公的年金制度におけるその他の改正①）

見直し内容現行の仕組み項目

直近１年要件によって障害年金等の受給につながる
ケースが存在していることや、今後の取扱いを検討
するに当たって丁寧に実態を把握する必要があるこ
とを踏まえ、令和18年４月１日前に初診日等がある
場合についても引き続き適用できるよう、時限措置
の 10 年延長を行う。
〈公布日施行〉

現行の障害年金・遺族年金の保険料納付要件の特例
措置として、令和８年４月１日前に初診日等がある
場合は、初診日等のある月の前々月までの１年間に
保険料未納期間がなければ、納付要件を満たしたも
のとして扱われる。

① 障害年金等の直近１年要件の延長

国民年金の納付猶予制度について、多くの者が利用
していることから、令和17年６月までの間について
も利用できるよう、時限措置の５年延長を行う。
〈公布日施行〉

令和12年６月までの間、同居している世帯主の所得
にかかわらず、本人と配偶者の所得要件で該当の有
無を判断し、実際に保険料を負担できるようになっ
た時点で追納できる仕組み。

② 国民年金の納付猶予制度の延長

引き続き保険料納付意欲がある者の年金受給の途を
開くため、昭和50年４月１日までの間に生まれた、
老齢基礎年金の受給権を有しない者も利用できるよ
う措置することで本措置の延長を行う。
〈公布日施行〉

昭和40年４月１日までの間に生まれた、老齢基礎年
金の受給権を有しない者を対象に、65歳以上70歳
未満の期間も老齢基礎年金受給に必要な資格期間に
達するまで、任意加入の特例として国民年金へ加入
することを認め、保険料を納付することにより年金
の受給権に結びつけることとしている。

③ 国民年金の高齢任意加入について
対象を追加

前回（令和２年）改正法附則による公的年金制度の
所得再分配機能等の検討を引き続き行うに際して社
会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分の
マクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を
講じた上で次期財政検証の翌年度（令和12年度を予
定）まで継続する。
〈公布日施行〉

概ね100年間の厚生年金財政の均衡が見込まれる時
に報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調
整を終了することとされており、令和６年財政検証
（過去30年投影ケース）では、 Ⅰ１の被用者保険
の適用拡大を行う場合には、令和10年度までの給付
調整が必要な見込みとなっている。

④ 令和２年改正法附則による検討を
引き続き行うに際して社会経済情勢
の変化を見極めるための措置

民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が
２年から５年に伸長されることに伴い、離婚時の年
金分割の請求期限についても２年から５年に伸長す
る。
〈公布の日から起算して１年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日施行〉

離婚する際、婚姻期間に係る厚生年金の計算の元と
なる保険料納付記録を分割することが可能であり、
民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が
２年とされていることを踏まえ、２年の請求期限を
設けている。

⑤ 離婚時分割の請求期限の伸長

＜公的年金制度関係＞
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見直し内容現行の仕組み項目

事業主掛金の額によらずに、加入者がそれぞれの状
況に応じ拠出限度額の枠を十分に活用し老後の資産
所得の確保が可能となるよう、当該制限を撤廃する。
〈公布から３年以内の政令で定める日施行〉

企業型DCの加入者は、事業主の拠出に上乗せして
掛金を拠出する企業型年金加入者掛金の拠出（マッ
チング拠出）が可能であるところ、マッチング拠出
は事業主掛金の額を超えてはならないという制限が
設けられている。

① 企業型DCの拠出限度額の拡充

簡易型DC制度のうち、手続の一部を通常の企業型
DCに適用することで、通常の企業型DCを中小事業
主を含めた事業主全体が取り組みやすい設計に改善
し、簡易型DC制度については通常の企業型DCに統
合する。〈令和８（2026）年４月１日施行〉

企業型DCにおける手続を簡素化した制度である簡
易型DC制度においては、従業員が300人以下の中小
事業主について、企業型DCの加入者の範囲を固定･
拠出額を定額とする等により、通常の企業型DCの
実施の申請において提出が必要とされる書類の提出
を不要としている。

② 簡易型DC制度の見直し

石炭鉱業年金基金制度について、加入者の意思をよ
り反映できる一般的な制度であるDB制度に移行す
ることが、より加入員・受給者の保護に資すること
から、石炭基金をDB制度に移行して、年金給付等
の権利義務を承継することとし、これをもって石炭
基金法を廃止する。〈令和７（2025）年10月１日、
令和８（2026）年４月１日、公布から５年以内の
政令で定める日施行〉

石炭鉱業に従事する坑内労働者のための老齢給付を
行うことを目的として、昭和42年に石炭鉱業年金基
金法に基づき、石炭鉱業年金基金が設立された。

③ 石炭鉱業年金基金制度の見直し

見直し内容現行の仕組み項目

高齢者の就労が進展し、今後繰下げ制度の利用者が
増える可能性があることを踏まえて、年金を増額さ
せたいという受給権者の選択を阻害しない観点から、
遺族厚生年金受給権者についても、繰下げ申出を認
める。※老齢厚生年金の繰下げについては、遺族厚
生年金を請求していない場合に限る。
〈令和10（2028）年４月施行〉

遺族厚生年金の受給権者は、老齢年金の繰下げ受給
はできないこととされている。

⑥ 遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下
げの許容

Ⅲ.その他（公的年金制度におけるその他の改正②、
企業型DCの拠出限度額の拡充等私的年金制度におけるその他の改正）

＜公的年金制度関係＞

＜私的年金制度関係＞
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社会保険の
加入対象の

拡大

在職老齢年金
の見直し

遺族年金の
見直し

保険料や年金額の計算に
使う賃金の上限の引上げ

子の加算

2026/4 2027/4 2028/4 2029/4 2030/4 2031/4

賃金要件撤廃
公布から３年以内の政令で定める日～

企業規模要件を段階的に撤廃
従業員36～50人の企業は2027年10月～、21～35人の企業は2029年10月～、

11～20人の企業は2032年10月～、1～10人の企業は2035年10月～

支給停止の基準額(50万円)の引上げ
2026年４月～

新たな加入拡大の
対象となる方を支援

2026年10月～

遺族厚生年金の男女差解消
2028年４月～（20年かけて段階的に）

こどもを養育する年金受給者の加算額拡充
対象となる方の範囲拡大

2028年４月～

上限(65万円)の引上げ
65万円→68万円 2027年9月～
68万円→71万円 2028年9月～
71万円→75万円 2029年9月～

※常時５人以上の者を使用する個人事業所の適用対象の拡大は、既に存在する事業所は当分の間、対象外。
遺族基礎年金を受け取れるこどもの範囲拡大は、2028年4月施行。
iDeCoの加入可能年齢の引上げは、公布から３年以内の政令で定める日～。 脱退一時金制度の見直しは、公布から４年以内の政令で定める日～。
マクロ経済スライド同時終了は、次回財政検証（2029年）の結果を踏まえて基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に実施。

常時５人以上の者を使用する
個人事業所の適用対象の拡大

2029年10月～

年金制度改正の施行日
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令和７年年金改正法の附則の検討規定

（検討等）

第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続

可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点

から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成二十五年

法律第百十二号）第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項（次項から第四項までに定める

事項を除く。）について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。（参考１、２）

２ 政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に

規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方

等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

３ 政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図るため、所要の費用を賄うための安定した財源を確保す

るための方策も含め国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

４ 政府は、第三号被保険者（国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下この項において同じ。）の在り方につい

て国民的な議論が必要であるという認識の下、その議論に資するような第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方について

検討を行うものとする。

（参考１）平成25年プログラム法（持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成25年法律第112号））本則
第六条 （略）
２ 政府は、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を
確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
ものとする。
一 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）及び厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）の調整率に基づく年金の額の改定の仕組みの在り方
二 短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲の拡大
三 高齢期における職業生活の多様性に応じ、一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り方
四 高所得者の年金給付の在り方及び公的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直し

（参考２）令和２年改正法（年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年法律第40号））附則
（検討）

第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組
を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度に
ついて、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十二号）第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所
得再分配機能の強化その他必要な事項（次項及び第四項に定める事項を除く。）について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

２ （略）
３ 前二項の検討は、これまでの国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通
しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しが厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しと比較して長期化し、国
民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第二条第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額の同項第三号に掲げ
る額に対する比率に占める同項第一号に掲げる額に相当する部分に係るものが減少していることが示されていることを踏まえて行うものとする。
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令和７年年金改正法 附帯決議（１／３）

参議院厚生労働委員会（令和７年６月13日）衆議院厚生労働委員会（令和７年５月30日）

一、企業規模要件の撤廃などの適用拡大に伴う経過措置として実施す
る、事業主が労使折半を超えて社会保険料を負担し、労使折半を超え
て負担した社会保険料を制度的に支援する特例措置が円滑に行われる
よう、必要な措置を講ずること。とりわけ、この特例措置が、事業主
及び保険者に多大な事務負担を課すものとならないよう、システム改
修等を含めた事務負担の軽減に配慮すること。また、被用者保険の適
用拡大により保険料負担が増加する中小企業及び小規模企業者に対し
ては、政府が実施する各種の支援措置の十分な周知に努めること。

二、被用者保険の適用拡大により被用者保険に加入することとなる標
準報酬月額の比較的低い短時間労働者の中には、国民年金の第一号被
保険者から第二号被保険者になることで社会保険料の被保険者負担が
軽減する者がいることから、被用者保険制度内で財源を賄うこととし
ている被用者保険の適用拡大に伴う経過措置として行われる事業主支
援を一律に行うことは合理性に問題があるのではないかとの指摘があ
ることを考慮しつつ、第一号被保険者の中には、就業調整をすること
で被用者保険の加入を回避しようとする者や国民年金保険料の免除制
度利用者など被用者保険に加入することに伴い社会保険料負担が増加
する者もいることなどを踏まえ、支援を受ける中小企業及び小規模企
業者の実務的な課題も整理しながら、支援の対象となる第二号被保険
者の範囲について整理すること。

三、短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、企業規模要件
の撤廃を待つことなく早期に任意の適用を進めるための方策について
検討を加え、必要な措置を講ずるよう努めること。また、国民健康保
険制度の在り方等に留意するとともに、雇用保険の加入要件が令和十
年十月から週十時間以上になることなどを踏まえ、労働時間要件の週
十時間以上への引下げ等、更なる短時間労働者の被用者保険への適用
拡大について検討を加え、必要な措置を講ずること。

一 企業規模要件の撤廃などの適用拡大に伴う経過措置として実施す
る、事業主が労使折半を超えて社会保険料を負担し、労使折半を超え
て負担した社会保険料を制度的に支援する特例措置が円滑に行われる
よう、必要な措置を講ずること。とりわけ、この特例措置が、事業主
及び保険者に多大な事務負担を課すものとならないよう、システム改
修等を含めた事務負担の軽減に配慮すること。また、被用者保険の適
用拡大により保険料負担が増加する中小企業及び小規模企業者に対し
ては、政府が実施する各種の支援措置の十分な周知に努めること。

二 被用者保険の適用拡大により被用者保険に加入することとなる標
準報酬月額の比較的低い短時間労働者の中には、国民年金の第一号被
保険者から第二号被保険者になることで社会保険料の被保険者負担が
軽減する者がいることから、被用者保険制度内で財源を賄うこととし
ている被用者保険の適用拡大に伴う経過措置として行われる事業主支
援を一律に行うことは合理性に問題があるのではないかとの指摘があ
ることを考慮しつつ、第一号被保険者の中には、就業調整をすること
で被用者保険の加入を回避しようとする者や国民年金保険料の免除制
度利用者など被用者保険に加入することに伴い社会保険料負担が増加
する者もいることなどを踏まえ、支援を受ける中小企業及び小規模企
業者の実務的な課題も整理しながら、支援の対象となる第二号被保険
者の範囲について整理すること。

三 短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、企業規模要件
の撤廃を待つことなく早期に任意の適用を進めるための方策について
検討を加え、必要な措置を講ずるよう努めること。また、国民健康保
険制度の在り方等に留意するとともに、雇用保険の加入要件が令和十
年十月から週十時間以上になることなどを踏まえ、労働時間要件の週
十時間以上への引下げ等、更なる短時間労働者の被用者保険への適用
拡大について検討を加え、必要な措置を講ずること。
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四、遺族厚生年金の見直しについては、見直しの対象者や給付への影
響等の具体的内容に加えて、配慮が必要な者には有期給付の原則五年
間の支給期間経過後に継続給付が行われること等について、国民への
分かりやすい周知・広報を行い、不安の解消に努めること。

五、子どもの権利やジェンダー平等の観点から社会通念上妥当性を欠
くことのないよう、遺族年金制度の見直しを引き続き検討すること。

四 子どもの権利やジェンダー平等の観点から社会通念上妥当性を欠
くことのないよう、遺族年金制度の見直しを引き続き検討すること。
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令和７年年金改正法 附帯決議（２／３）

参議院厚生労働委員会（令和７年６月13日）衆議院厚生労働委員会（令和７年５月30日）

六、障害年金の判定に際しては、恣意的な判定がなされないように透
明性を確保するための検討を行い必要な措置を講ずること。併せて、
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を踏まえ、就労継続支援
Ｂ型事業所又は障害者雇用で働く者等について、就労していても、そ
の状況等を考慮し、二級などの可能性がないかを検討した上で等級を
判断すること。また、障害年金制度については、医学モデルのみなら
ず社会モデルも踏まえて、機能障害のみならず、日常生活の状況等を
把握した上で障害等級の認定を行うこと。

五 障害年金の判定に際しては、障害年金の不支給が急増したとの報
道を受けて六月に公表される令和六年度における認定状況の実態把握
のための調査結果を踏まえ、必要な措置を講ずるとともに恣意的な判
定がなされないように透明性を確保するための検討を行い必要な措置
を講ずること。併せて、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
を踏まえ、就労継続支援Ｂ型事業所又は障害者雇用で働く者等につい
て、就労していても、その状況等を考慮し、二級などの可能性がない
かを検討した上で等級を判断すること。また、障害年金制度について
は、医学モデルのみならず社会モデルも踏まえて、機能障害のみなら
ず、日常生活の状況等を把握した上で障害等級の認定を行うこと。

六 障害厚生年金の支給要件について、過去に一定の厚生年金被保険
者期間がある場合に被保険者資格喪失後にある初診日であっても支給
を認める「長期要件」や被保険者資格喪失後の一定期間内にある初診
日を認める「延長保護」などを検討し、必要な措置を講ずること。ま
た、多様な障害種別に配慮し、当事者や関係者の実情を踏まえ、障害
年金制度の見直しを進めること。
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七、低所得者及び中堅所得者の高齢期における所得の確保を図るため
の方策を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。また、
高額所得による老齢基礎年金の国庫負担相当分の支給停止について検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

七 低所得者及び中堅所得者の高齢期における所得の確保を図るため
の方策を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。また、
高額所得による老齢基礎年金の国庫負担相当分の支給停止について検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
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八、老齢基礎年金と老齢厚生年金の給付水準の調整を同時に終了する
ために必要な措置及び当該措置により老齢基礎年金と老齢厚生年金の
合計額が減少する者への影響を緩和するために必要な措置を講ずるに
当たっては、その安定した財源を確保するための方策について検討を
加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

八 老齢基礎年金と老齢厚生年金の給付水準の調整を同時に終了する
ために必要な措置及び当該措置により老齢基礎年金と老齢厚生年金の
合計額が減少する者への影響を緩和するために必要な措置を講ずるに
当たっては、その安定した財源を確保するための方策について検討を
加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
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令和７年年金改正法 附帯決議（３／３）

参議院厚生労働委員会（令和７年６月13日）衆議院厚生労働委員会（令和７年５月30日）

九、次期財政検証では、四十年を超えた厚生年金被保険者期間の基礎
年金における取扱いを含め、基礎年金の四十年から四十五年への拠出
期間の延長について、その実施に伴う安定した財源の確保も含めて速
やかに検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずること。

十、第三号被保険者制度の在り方の見直しについては、国民的な議論
に資するような実情に関する調査研究を行うこととし、調査研究に当
たっては、現行制度に関わる当事者の意見を聴取するよう努めること。

九 次期財政検証では、四十年を超えた厚生年金被保険者期間の基
礎年金における取扱いを含め、基礎年金の四十年から四十五年への
拠出期間の延長について、その実施に伴う安定した財源の確保も含
めて検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずること。その他、
次期年金制度改正に向けては、第三号被保険者制度の在り方、年金
生活者支援給付金等を含めた低年金者の支援の在り方といった課題
についても、速やかに検討を進めること。第三号被保険者制度につ
いては、国民的な議論に資するような実情に関する調査研究を行う
こととし、調査研究に当たっては、現行制度に関わる当事者の意見
を聴取するよう努めること。
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十一、年金制度改革は五年に一度の財政検証後に遅滞なく行うことを
検討すること。

十二、次期財政検証に当たっては、今回の財政検証の前提は楽観的過
ぎるとの指摘を踏まえ、出生率、経済成長、女性の社会進出などにつ
いてより厳しい前提で検証を行い、その結果を踏まえ必要な措置を検
討するとともに、令和二年法改正時の附帯決議で指摘があったように、
全要素生産性上昇率や実質賃金上昇率の長期の前提について足下の状
況を踏まえ、現実的かつ多様な経済前提の下での結果を示すこと。

十 年金制度改革は五年に一度の財政検証後に遅滞なく行うことを
検討すること。

十一 次期財政検証に当たっては、今回の財政検証の前提は楽観的
過ぎるとの指摘を踏まえ、出生率、経済成長、女性の社会進出など
についてより厳しい前提で検証を行い、その結果を踏まえ必要な措
置を検討するとともに、令和二年法改正時の附帯決議で指摘があっ
たように、全要素生産性上昇率や実質賃金上昇率の長期の前提につ
いて足下の状況を踏まえ、現実的かつ多様な経済前提の下での結果
を示すこと。
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十三、次期年金制度改正に向けては、年金制度が国民生活に深く関わ
るものであるという認識の下、広く国民的な議論を喚起するような進
め方について工夫すること。

十四、年金制度の基本的な仕組みや本法の趣旨及び内容について、国
民への分かりやすい周知・広報を行うとともに、学校教育段階での年
金制度を含むワークルール教育の推進について取組の強化を行うこと。

十五、日本国内にある約百八十か国・地域の外国公館（大使館・領事
館など）で働く日本採用の労働者の多くが長年にわたって被用者保険
に加入していない状況を踏まえ、被用者保険の適用について、本件に
係る昭和三十年厚生省通知の見直しや、被用者保険を強制適用にする
ことも含めて検討し、その結果に基づき、関係省庁等との調整を行っ
た上で速やかに必要な措置を講ずること。

十二 令和二年法改正時の附帯決議のうち、年金の繰下げ受給にお
ける加算等の不支給及び負担の増加に関する国民へのわかりやすい
周知、個人型確定拠出年金に係る中小事業主掛金を拠出できる中小
事業主の範囲等の拡大等、複数の事業所で勤務する者で労働時間等
を合算すれば適用要件を満たす場合の被用者保険の適用等十分に実
施できていない事項が指摘されていることを踏まえ、今後更に必要
な検討を加え必要な措置を講ずるように努めること。

十三 令和二年法改正による条文誤りがあり、厚生労働省が法律と
実際の運用とに乖離があることに気づきながら運用で対応していた
ことについては好ましくないことであり反省を求めるとともに、今
後は厚生労働省において条文誤りがあると気づいたときには、同様
の事態が生じないように早急に必要な措置を講ずること。

十四 年金制度の基本的な仕組みや本法の趣旨及び内容について、
国民へのわかりやすい周知・広報を行うこと。
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